
　

案件

第３号

第４号

第7-1号 24年３月13日の中教審特別部会での都教委・吉村美貴子人事部長の
オンライン発表を引き金に、文科省が今通常国会に出した主務教諭
新設の学校教育法改悪案を廃案にするよう、文科省に意見書を出そ
う等の請願

教育委員会職員の分限休職の専決処分について

第３４期日野市社会教育委員の解嘱及び委嘱の専決処分について

第11期日野市立教育センター運営審議会委員の任命の専決処分につ
いて

第７号

第８号

令和７年(２０２５年)４月１０日(木)   午後２時

開催場所

教育委員会室（５０６会議室）

教育委員　各位

 

令 和 ７ 年 ( ２ ０ ２ ５ 年 ) ４ 月 ７ 日

日 教 庶 第 ２ ９ 号

（公印省略）

日野市教育委員会

教育長職務代理者　髙木　健夫

開催日時

令和７年度第１回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第号により、下記のとおり令和７年度第１回教育委員会定
例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第１号

第２号

令和７年度日野市教育委員会評価委員の委嘱について

日野市 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱の
専決処分について

日野市立学校教員の措置の専決処分について

学校運営協議会委員の任命の専決処分について

日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定について

第５号

第６号

日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（令和６年１０月～令和
７年３月）

第３号

第４号

令和７年第１回日野市議会定例会の報告

令和６年度就学援助申請者数及び認定者数

要綱の制定及び改廃の報告（令和７年１月～令和７年３月）

行政情報の公開請求

第５号

第１号

第２号

議案

請願

報告事項



　

 



ページ番号

議案第１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

令和７年度日野市教育委員会評価委員の委嘱について

日野市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価実施要綱第３条の
規定に基づき、令和７年度日野市教育委員会評価委員を委嘱するものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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令和７年度日野市教育委員会評価委員 
 

《令和７年度日野市教育委員会評価委員 名簿》 

 氏  名 住  所 備 考 

１ 生島 美和  帝京大学教育学部准教授 

２ 中澤 正人  明星大学教職担当客員教授 

       

 

 

《関係法令》 

日野市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価実施要綱 

第３条 教育委員会は、点検及び評価を行うに当たり、その客観性を確保するために、教育に

関し学識経験を有する者の意見を求めるものとする。 

２ 学識経験者は、学校教育及び生涯学習に関して識見を有する者２名をもって充てる。 

３ 学識経験者は、教育委員会が委嘱する。 

４ 学識経験者には、予算の範囲内で謝礼を支払う。 
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ページ番号

議案第２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

日野市 地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）の委嘱の専決処分
について

日野市 地域学校協働活動推進員等設置要綱の規定に基づく委嘱について、教
育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教育長職務代理者専
決によりこれを行いましたので、報告し承認を求めるものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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令和 7年度日野市地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター） 

《日野市地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター） 名簿》  

No 学校名 氏名 住所 新任・再任 備考 

1 日野第一小学校 魚住 栄人  再   

2 日野第一小学校 西村 聖紀  再   

3 豊田小学校 濱屋 浩  再   

4 日野第三小学校 勝目 由美  再   

5 日野第三小学校 阿部 朋加  再   

6 日野第三小学校 髙野 宣弘  再   

7 日野第三小学校 小野 幸子  新   

8 日野第四小学校 池田 恵美子  再   

9 日野第四小学校 羽田 麻衣子  再   

10 日野第四小学校 荒戸 貴子  再   

11 日野第五小学校 谷頭 英渡  再   

12 日野第六小学校 杉山 喜廣  再   

13 日野第六小学校 南條 浩恵  新   

14 日野第六小学校 竹部 馨  新 日野第四中学校と兼任 

15 潤徳小学校 角山 由生  再   

16 潤徳小学校 秦 志乃  再   

17 潤徳小学校 横山 亜紀子  再   

18 潤徳小学校 髙橋 梨奈  再   

19 平山小学校 根津 美満子  再   

20 日野第八小学校 山田 清子  再   

21 日野第八小学校 小川 真智子  再   

22 日野第八小学校 長谷川 和代  再   

23 滝合小学校 佐野 礼子  再   

24 滝合小学校 大橋 佳代子  再   

25 滝合小学校 小田 薫  再   

26 日野第七小学校 奥住 日出男  再   

27 日野第七小学校 荻野 優子  再   

- 4 -



  

  

No 学校名 氏名 住所 新任・再任 備考 

28 日野第七小学校 加藤 俊和  再   

29 日野第七小学校 加藤 律子  再 大坂上中学校と兼任 

30 南平小学校 野澤 一弘  再   

31 南平小学校 平 公郎  再   

32 南平小学校 林 良健  再   

33 旭が丘小学校 赤川 千賀子  再   

34 旭が丘小学校 百木 聖香  再   

35 旭が丘小学校 藤本 容子  再   

36 東光寺小学校 壬生 佐智子  再   

37 東光寺小学校 キリノ 和子  再   

38 東光寺小学校 原 由佳  再   

39 東光寺小学校 速水 亨  再   

40 仲田小学校 太田 日香里  再   

41 仲田小学校 千葉 夕子  再   

42 仲田小学校 茂木 暖子  再   

43 夢が丘小学校 小倉 奈穂子  再   

44 夢が丘小学校 木村 綾子  再   

45 夢が丘小学校 杉本 典子  再   

46 七生緑小学校 原村 さつき  再   

47 日野第一中学校 伊野 直美  新   

48 日野第二中学校 田原 瑞穂  新   

49 日野第三中学校 久冨 明美  新   

50 日野第四中学校 高橋 遊亀  新   

51 日野第四中学校 竹部 馨  新 日野第六小学校と兼任 

52 大坂上中学校 加藤 律子  新 日野第七小学校と兼任 

53 平山中学校 鈴木 利絵子  新   

54 平山中学校 田村 義公  新   

任期  自 令和 ７年 ４月 １日 

     至 令和 ８年 ３月３１日 
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《参考法令》 

社会教育法 (昭和 24 年法律第 207 号) 

(地域学校協働活動推進員) 

第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望が

あり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員

を委嘱することができる。 

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力

して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対

する助言その他の援助を行う。 

 

日野市地域学校協働活動推進員等設置要綱 

 （設置） 

第 4 条 教育委員会は、教育委員会事務局及び日野市立学校設置条例（昭和 39 年 3

月 31 日条例第 20 号）第 2 条に定める学校（以下「学校」という。）に推進員及び統括推

進員を置くことができる。 

 

（資格及び委嘱） 

第 6 条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該日野市立の各

小・中学校区の学校長又は教育指導課長の推薦により、教育委員会がこれを行う。 

（１）地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者 

（2）学校の活動に対し興味関心及び理解を有する者 

（３）学校及び地域を取り巻く諸課題の解決に向けて、当事者意識を持って主体的に行動する意欲を有

する者 
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ページ番号

議案第３号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

第３４期日野市社会教育委員の解嘱及び委嘱の専決処分について

日野市社会教育委員の設置に関する条例の規定に基づく解嘱及び委嘱につい
て、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教育長職務代
理者専決によりこれを行いましたので、報告し承認を求めるものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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第３４期日野市社会教育委員  

 

《日野市社会教育委員  解嘱者》  

番号  氏名  住所  解嘱理由  期  

１  橘
たちばな

 弘
ひろ

志
し

  人事異動等のため ２  

２  斉藤
さいとう

 郁
いく

央
お

  人事異動等のため ２  

 解嘱日  令和７年  ３月３１日  

 

《日野市社会教育委員  委嘱者》  

番号  氏名  住所  所属  期  

１  数野
か ず の

 千恵子
ち え こ

  

実践女子大学  

生涯学習センター長  

（学識経験者）  

新  

２  舘
たち

 敏
と し

晴
はる

  
日野第三小学校校長  

（学校教育の関係者）  
新  

 任期  自  令和７年  ４月  1 日  

     至  令和８年  ４月３０日  

 

 

《関係法令》  

日野市社会教育委員の設置に関する条例  

 

第２条  委員の定数は 10 人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育の関係者  

(2) 社会教育の関係者  

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者  

(4) 学識経験者  

(5) 公募による市民  

（平成 25 条例 37・全改）  

 

第３条  委員の任期は、２年とする。ただし、特別な理由があるときは、任期中におい

ても解嘱することができる。 

２  前項の任期は、委嘱の日から起算する。 

３  委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 
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ページ番号

議案第４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

第11期日野市立教育センター運営審議会委員の任命の専決処分について

日野市立教育センター設置条例(平成15年条例第46号)第9条の規定に基づく任
命について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教育
長職務代理者専決により任命を行いましたので、報告し承認を求めるもので
す。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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第 11期日野市立教育センター運営審議会委員 

 

《日野市立教育センター運営審議会委員 解任者》       

番号 氏名 住所 解任理由 期 

4 江藤 愛  人事異動のため 1 

５ 石川 誠  人事異動のため 2 

６ 川島 清美  人事異動のため 1 

７ 長﨑 将幸  人事異動のため 2 

８ 田中 洋平  人事異動のため 2 

 

《日野市立教育センター運営審議会委員 任命者》 

番号 氏名 住所 備考 期 

4 石川 星子  
日野市立幼稚園長会 

(学校教育関係者) 
新 

５ 船山 徹  
日野市立小学校長会 

（学校教育関係者） 
新 

６ 伴 光明  
日野市立中学校長会 

（学校教育関係者） 
新 

７ 宇田川 裕美  
教育部参事 

(教育行政機関関係者) 
新 

８ 飯倉 直子  
教育部参事 

(教育行政機関関係者) 
新 

 

任期  自 令和 ７年 ４月 １日            

    至 令和 ８年 ３月３１日             
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ページ番号

議案第５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

日野市立学校教員の措置の専決処分について

教育長専決により措置を執り行ったので、報告し承認を求めるものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

 - 11 -



　

非公開
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非公開
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非公開
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非公開
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非公開
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ページ番号

議案第６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

学校運営協議会委員の任命の専決処分について

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第８条の規定
に基づく委員の任命及び第１７条の規定に基づく委員の解任について、教育委
員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教育長職務代理者専決に
より任命及び解任を行いましたので、報告し承認を求めるものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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 日野市立豊田小学校学校運営協議会委員 
 

<<日野市立豊田小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 加藤
か と う

 敏
とし

行
ゆき

  人事異動 １ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 
 

<<日野市立豊田小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 東口
ひがしぐち

 孝
たか

正
まさ

  
日野市立豊田小学校校長 

（対象学校の校長） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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日野市立日野第三小学校学校運営協議会委員 
 

<<日野市立日野第三小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 大
おお

野
の

 一
かず

男
お

  担当交代の申出のため １ 

２ 三
み

好
よし

 延
のぶ

周
ちか

  辞任申出のため １ 

３ 桐
きり

井
い

 裕
ひろ

美
み

  人事異動 １ 

４ 中
なか

川
がわ

 万
ま

智子
ち こ

  人事異動 １ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 

 

<<日野市立日野第三小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 江上
えのうえ

 富
とみ

三
ぞう

  
緑ヶ丘自治会 

（地域住民） 
１ 

２ 舘
たち

 敏
とし

晴
はる

  
日野第三小学校長 

（対象学校の校長） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

          至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 
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3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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 日野市立平山小学校学校運営協議会委員 
 

<<日野市立平山小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 大山
おおやま

 泰
ひろ

政
かず

  人事異動 ２ 

２ 林
はやし

 秀之
ひでゆき

  人事異動 ２ 

３ 江藤
え と う

 愛
めぐみ

  人事異動 ２ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 
 

<<日野市立平山小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 大西
おおにし

 恵理子
え り こ

  
日野市立平山小学校副校長 

（対象学校の副校長） 
１ 

２ 永関
ながせき

 友
とも

美
み

  
日野市立基幹型ひらやま児童館館長 

（関係行政機関の職員） 
１ 

３ 佐伯
さえき

 紀子
のりこ

  
日野市立第二幼稚園園長 

（関係行政機関の職員） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 
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(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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 日野市立滝合小学校学校運営協議会委員 
 

<<日野市立滝合小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 苫米地
とまべち

 陽子
ようこ

  人事異動 １ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 
 

<<日野市立滝合小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 小島
こ じ ま

 直
なお

久
ひさ

  
日野市立滝合小学校副校長 

（対象学校の副校長） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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 日野市立日野第七小学校学校運営協議会委員 
 

<<日野市立日野第七小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 森田
も り た

 正男
ま さ お

  人事異動 １ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 
 

<<日野市立日野第七小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 市川
いちかわ

 裕
ゆ

佳子
か こ

  
日野第七小学校主幹教諭 

（対象学校の教職員） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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 日野市立旭が丘小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立旭が丘小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 小島
こ じ ま

 直
なお

久
ひさ

  人事異動 ２ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 

 

<<日野市立旭が丘小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 須藤
す ど う

 利
とし

伸
のぶ

  
日野市立旭が丘小学校 

（対象学校の副校長） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

至 令和 ９年（２０２７年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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 日野市立東光寺小学学校運営協議会委員 
 

<<日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 斉藤
さいとう

 境
きょう

栄
えい

  人事異動 ２ 

２ 佐々木
さ さ き

 哲
てつ

  人事異動 ２ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 
 

<<日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 菅野
か ん の

 竜也
た つ や

  
日野市立東光寺小学校校長 

（対象学校の校長） 
１ 

２ 八重樫
や え が し

 歩
あゆみ

  
日野市立基幹型さかえまち児童館館長 

（関係行政機関の職員） 
１ 

任 期：  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

至 令和 ９年（２０２７年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
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（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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 日野市立仲田小学校学校運営協議会委員 
 

<<日野市立仲田小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 山口
やまぐち

 慶
よし

隆
たか

  辞任申出のため １ 

解任日：令和 ７年（２０２５年）３月３１日 
 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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ページ番号

議案第７号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定について

図書館運営の秩序維持のため、日野市立図書館運営規則の一部を改正するもの
です。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則 

 

日野市立図書館運営規則（昭和４０年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

第４条を次のように改める。 

（利用の禁止又は制限及び退去命令） 

第４条 図書館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を禁

止若しくは制限し、又は直ちに退去するよう命ずることができる。 

(1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

(2)他の利用者に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。 

(3)施設、付帯設備、図書館資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。 

(4)この規則又は係員の指示に従わないとき。 

(5)前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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日野市立図書館運営規則の一部を改正する規則の新旧対照表  ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

日野市立図書館運営規則 日野市立図書館運営規則 

昭和40年９月15日 昭和40年９月15日 

教育委員会規則第４号 教育委員会規則第４号 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 図書館奉仕 第２章 図書館奉仕 

第１節 通則（第２条―第５条） 第１節 通則（第２条―第５条） 

第２節 個人貸出（第６条―第９条） 第２節 個人貸出（第６条―第９条） 

第３節 団体貸出（第10条―第12条） 第３節 団体貸出（第10条―第12条） 

第４節 集会室の利用（第13条―第15条） 第４節 集会室の利用（第13条―第15条） 

第３章 資料の受贈及び委託（第16条・第17条） 第３章 資料の受贈及び委託（第16条・第17条） 

付則 付則 

第１章 総則 第１章 総則 

（目的） （目的） 

第１条 略 第１条 略 

第２章 図書館奉仕 第２章 図書館奉仕 

第１節 通則 第１節 通則 

第２条、第３条 略 第２条、第３条 略 
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（利用の禁止又は制限及び退去命令） 

第４条 図書館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、図書館の利用を禁止若しくは制限し、又は直ち

に退去するよう命ずることができる。 

(1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある

とき。 

(2)他の利用者に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすお

それがあるとき。 

(3)施設、付帯設備、図書館資料等を損傷し、又は損傷する

おそれがあるとき。 

(4)この規則又は係員の指示に従わないとき。 

(5)前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障がある

と認められるとき。 

（利用の制限） 

第４条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館

長は図書館の利用を禁止し、又は退館を命ずることができ

る。 

（損害の弁償） （損害の弁償） 

第５条 略 第５条 略 

第２節 個人貸出 第２節 個人貸出 

第６条～第９条 略 第６条～第９条 略 

第３節 団体貸出 第３節 団体貸出 

第10条～第12条 略 第10条～第12条 略 

第４節 集会室の利用 第４節 集会室の利用 

第13条～第15条 略 第13条～第15条 略 

第３章 資料の受贈及び委託 第３章 資料の受贈及び委託 
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第16条～第18条 略 第16条～第18条 略 

付 則 付 則 

略 略 

別表第１、別表第２ 略 別表第１、別表第２ 略 
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ページ番号

議案第８号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年４月１０日  提出

教育委員会職員の分限休職の専決処分について

教育委員会職員に対する地方公務員法第２８条第２項第１号による分限休職の
発令について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教
育長専決により分限休職の発令を行いましたので、報告し承認を求めるもので
す。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫
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非公開
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第７－１号 

受 付 

年月日 
令和７年３月１８日 

件 名 

24 年３月 13 日の中教審特別部会での都教委・吉村美貴子人事部長のオンラ

イン発表を引き金に、文科省が今通常国会に出した主務教諭新設の学校教育

法改悪案を廃案にするよう、文科省に意見書を出そう等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

報告事項第１号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年４月１０日  提出

令和７年第１回日野市議会定例会の報告

教育長職務代理者　髙木 健夫
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令和７年 第１回日野市議会定例会の報告 

 

 

１．会  期    ２月２５日（火）～ ３月２１日（金）   ２５日間 

 

 

２．一般質問    質問者  ２３名（うち教育委員会関係７名） 

          質問件数 ４１件（うち教育委員会関係８件） 

           

 

３．議  案    市長提出議案  ４０件（教育委員会に関するもの ２件） 

議員提出議案   ２件（教育委員会に関するもの 0件） 

 

《市長提出議案》 

 （１）令和６年度日野市一般会計補正予算（第１０号）（可決） 

（一般会計）        （うち教育費） 

   補正総額（歳入歳出）    ▲１５１，１３０千円     ２３４，６８５千円 

 予算総額（歳入歳出）  ７９，４９０，８１４千円   ９，６０５，２４２千円 

 

（２）令和７年度日野市一般会計予算（可決） 

（一般会計）        （うち教育費） 

 予算総額（歳入歳出）  ７８，０７４，０００千円   １０，６９６，１４２千円 

 

 

４．請  願    ５件（教育委員会に関するもの ０件） 
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ページ番号

報告事項第２号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年４月１０日  提出

令和６年度就学援助申請者数及び認定者数

教育長職務代理者　髙木 健夫
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令和6年度申請分

小学校 中学校 計 小学校 中学校 計

６月 29 12 41 0 0 0 29 11 40 0 1 1

７月 14 9 23 2 -1 1 11 10 21 1 0 1

８月 7 5 12 0 0 0 7 4 11 0 1 1

９月 9 4 13 0 0 0 8 3 11 1 1 2

１０月 6 5 11 1 0 1 5 5 10 0 0 0

１１月 2 3 5 1 0 1 1 3 4 0 0 0

１２月 5 3 8 0 1 1 5 2 7 0 0 0

１月 4 0 4 0 1 1 2 -1 1 2 0 2

２月 2 0 2 0 -1 -1 0 1 1 2 0 2

３月 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0

合計 941 567 1,508 67 35 102 793 489 1,282 81 43 124

※マイナス表記されているものは、生活保護改廃により、要保護⇔準要保護に認定区分が転じたもの。

参考（過年度データ：各年度末時点）

小学校 中学校 計 小学校 中学校 計

令和　5年度 983 620 1,603 78 40 118 824 533 1,357 83 45 128

令和　4年度 1,026 583 1,609 67 41 108 871 507 1,378 88 35 123

令和　３年度 1,082 645 1,727 64 44 108 946 558 1,504 72 43 115

令和　２年度 1,040 607 1,647 64 40 104 884 514 1,398 92 53 145

令和　元年度 1,043 636 1,679 63 48 111 896 542 1,438 84 46 130

平成３０年度 1,054 670 1,724 56 46 102 917 577 1,494 81 47 128

平成２９年度 1,085 748 1,833 55 49 104 950 645 1,595 80 54 134

平成２８年度 1,124 763 1,887 60 47 107 985 665 1,650 79 51 130

令和6年度　就学援助申請者数及び認定者数

（単位：人）
申請者計 要保護・準要保護認定 否認定

小学校 中学校 計
要保護 準要保護

小学校 中学校 計

4月～5月 863 526 1,389 63

計
要保護 準要保護

小学校

34 97 725 452 1,177 75

中学校 計

40 115

申請者計 要保護・準要保護認定 否認定

小学校 中学校
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ページ番号

報告事項第３号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年４月１０日  提出

要綱の制定及び改廃の報告（令和７年１月～令和７年３月）

教育長職務代理者　髙木 健夫
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要綱制定改廃一覧
（令和７年１月１日～令和７年３月３１日制定・改廃分）

NO 要綱の名称 適用日 制定・改廃の理由
※議案に記載するため、詳細に記載をお願いします

1 日野市学校給食（食材）費補助金交付要綱 令和6年4月1日

　この要綱は、物価高騰等に直面する保護者の負担軽
減に向けて、学校給食費負担軽減事業を実施するにあ
たり、必要な事項を定めたものです。
　令和7年1月から3月において、市内小・中学校の給食
費を全額公費負担化すること及び、米価の高騰を踏ま
え食材（米）の値上げ分に対する臨時的な補助を行う
ため、要綱の一部を改正する要綱を制定します。

2 日野市学校給食代替者補助金交付要綱 令和7年1月1日

　この要綱は、学校給食の代替として弁当等を持参す
る者の保護者に対し、日野市学校給食代替者補助金を
交付することにより、保護者負担を軽減するととも
に、日野市学校給食（食材）費補助金交付要綱（令和4
年7月4日制定）による補助金の交付を受ける保護者と
の公平を図ることを目的に制定します。

- 46 -



ページ番号

報告事項第４号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年４月１０日  提出

行政情報の公開請求

教育長職務代理者　髙木 健夫
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ ３月１８日 ３月２８日 

市長部局・市教委・議会局が保

有する文書（文科省とやりとり

した文書を含む） 

1.堀川氏が文科省に戻ることに

関する文書 

2.新教育長が着任することに関

する文書 

不存在 
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ページ番号

報告事項第５号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年４月１０日  提出

日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（令和６年１０月～令和７年３月）

教育長職務代理者　髙木 健夫
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令和6年度　日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（10月～3月）

№ 実施団体名 事業名 目的・内容 実施場所 共催・後援 承 認 日

1
中央大学学友会文化連盟音
楽研究会吹奏楽部

中央大学学友会文化連盟音楽研究
会吹奏楽部「第67回定期演奏会」

「地元に愛されるバンド」を目指し、日野市や八王子市をは
じめとする近隣地域の皆様に「吹奏楽」を気軽に楽しんで
頂くことで、吹奏楽という音楽ジャンル及び文化の発展に貢
献すること。

J:COMホール八王子 令和6年12月25日 令和6年12月25日 後援 令和6年10月3日

2
Youth Freestyle Football 振
興会

日本フリースタイルフットボール学生
選手権2024

フリースタイルフットボールという競技の普及と発展、人材
発掘。フリースタイルフットボールに触れる機会の創出。

ひの煉瓦ホール小ホール 令和7年1月12日 令和7年1月12日 後援 令和6年10月10日

3 平山季重まつり実行委員会 第18回平山季重まつり 平山地区の商業振興及びコミュニティの更なる活性化 令和6年10月27日 令和6年10月27日 後援 令和6年10月15日

4 花まる学習会
子育て講演会「母親だからできるこ
と」

子どもへの接し方や声かけのポイントを伝えること及び参
加する保護者の自己肯定感を高めること

八王子市学園都市センター　イベントホール 令和7年1月24日 令和7年1月24日 後援 令和6年10月28日

5
日野市民会館（指定管理者：
株式会社ケイミックスパブリッ
クビジネス）

特撰花形落語会　春風亭昇太・林家
たい平　二人会

伝統ある話芸である落語を楽しんでもらう 日野市民会館　大ホール 令和7年1月29日 令和7年1月29日 後援 令和6年10月28日

6

令和６年度多摩・島しょ子ども
体験塾日野市・
八王子市共同事業実行委員
会

たにぞうファミリーコンサート 子どもの心に大きな感動と夢を与え豊かな感性を育む 日野市民会館　大ホール 令和7年1月26日 令和7年1月26日 後援 令和6年10月28日

7
日本民具学会大会実行委員
会

日本民具学会第46回大会公開講演
会

民具の研究に関する知識の普及・啓発 七生公会堂 令和6年11月30日 令和6年11月30日 後援 令和6年10月30日

8
東京都薬物乱用防止推進日
野地区協議会

令和６年度薬物乱用防止ポスター・
標語展示会

薬物乱用防止ポスター・標語の募集及び展示会の開催に
よる薬物乱用防止の普及啓発

ひの社会教育センター　ロビー 令和6年12月5日 令和6年12月24日 後援 令和6年10月30日

9 公益財団法人社会教育協会

公益財団法人社会教育協会付属　市民の社会
教育研究所　2024年度総会研究会兼協会設立
100周年プレイベント「大学は《地域》にどうコミッ
トしているのか～多摩地域の大学の取り組みか
ら考える～」

大学が地域の学びの場・活動の場を豊かにしていけるよう
な関係のあり方について考える

日野社会教育センター 令和6年11月16日 令和6年11月16日 後援 令和6年11月15日

10 帝京大学大学院教職研究科

第16回帝京大学教職大学院フォーラム～子ど
もを見つめて～テーマ「個別最適な学び」を問い
直す-「指導の個別化」と「学習の個性化」をどう
両立させるか-

日頃の教育実践や研究成果を教育関係者へ公開するとと
もに、学校現場での実践や悩み等を共有することにより、
教職員の資質の向上に資することを目的とする

帝王大学八王子キャンパス　小ホール 令和6年12月7日 令和6年12月7日 後援 令和6年11月15日

11
特定非営利活動法人　ダイ
バーシティコミュ

遊びを学ぶトイ＆プレイフェスタ
子育て中の親子へ遊び場の提供、玩具を通じた親と子のコ
ミュニケ―ション力向上、
子どもの感じる力、考える力、チャレンジする力の向上

ABCハウジング ハウジングワールド立川 令和7年1月18日 令和7年1月18日 後援 令和6年11月28日

12
公益財団法人日本バスケット
ボール協会

２０２４年度 第５回全国Ｕ１５バスケッ
トボール選手権大会

バスケットボール競技普及及び地域スポーツ振興 武蔵野の森総合スポーツプラザ 令和7年1月4日 令和7年1月8日 後援 令和6年11月26日

　　実 施 日(開始～終了）
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令和6年度　日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（10月～3月）

№ 実施団体名 事業名 目的・内容 実施場所 共催・後援 承 認 日　　実 施 日(開始～終了）

13 八王子市ボウリング連盟
第32回初心者向け健康ボウリング教
室

ボウリングの普及と地域の皆様の健康促進を図ること SAP日野ボウル 令和7年1月28日 令和7年3月17日 後援 令和6年11月26日

14 社会福祉法人東京光の家
第28回手さぐりの作品展　GIFT～神
様からの贈り物～

盲重複障害者と知的障害者が制作した作品鑑賞を通じ、
障害の理解につなげる

イオンモール多摩平の森　3階イオンホールA 令和7年2月14日 令和7年2月16日 後援 令和6年11月28日

15
株式会社フクシ・エンタープラ
イズ多摩支店

能登半島地震チャリティーイベント
GivingBack2024～日野市サッカー
フェス

日野市出身元Jリーガーによる小学生を対象としたサッカー
教室を開催し、参加費を能登半島地震の募金とする

浅川スポーツ公園グラウンド 令和6年12月27日 令和6年12月27日 後援 令和6年12月12日

16 株式会社中広
お仕事ノート日野・多摩・稲城市
2025年度版

地域の産業、企業を紹介する冊子を制作することで、小学
生自らが生活する地域を知りながら、未来を描くキャリア教
育をアシストする

日野市、稲城市、多摩市内の小学校・義務教
育学校

令和7年1月6日 令和7年12月25日 後援 令和6年12月12日

17
特定非営利活動法人　日野
子ども劇場

中川美保のサクソフォンミニコンサー
ト

多くの子供たちや大人に生の音楽の楽しさ、心躍る音楽体
験を届ける

多摩友の家 令和7年2月8日 令和7年2月8日 後援 令和6年12月12日

18
一般財団法人　言語交流研
究所　ヒッポファミリークラブ

家族で参加できる多言語プロジェクト
多言語の自然取得と国際交流・相互理解について共に考
える

市民の森ふれあいホール
東部会館
南平体育館
万願寺交流センター

令和7年2月24日 令和7年9月30日 後援 令和6年12月17日

19
公益財団法人　社会教育協
会

自分を大切にするってどういうこと？
はじめてみよう包括的性教育

包括的性教育の観点から、子供も大人も自分のことを大切
にして生きていけるようヒントを学び、トレーニングして実践
していく

ひの社会教育センター・TreeHALL 令和7年2月3日 令和7年3月1日 後援 令和7年12月23日

20
一般社団法人バスケットボー
ル女子日本リーグ

Ｗリーグプレーオフ２０２４－２５ ファ
イナル

バスケットボール競技普及及び地域スポーツ振興のため 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 令和7年4月5日 令和7年4月14日 後援 令和7年12月26日

21
一般財団法人日本リーダー
育成推進協会

子どもの潜在能力を引き出す脳科学
講座

人工知能のおよぼす影響を含む社会情勢の変化による、
保護者の不安や、子育てへの負担を軽減する

オンライン 令和7年6月4日 令和7年6月8日 後援 令和7年12月26日

22 いきいき・ふれあい塾 日野市モーニング・フォーラム 市民のために開かれた生涯学習の場を提供する 日野市商工会館3階ホール 令和7年1月19日 令和7年12月21日 後援 令和7年1月7日

23
公益財団法人社会教育協会
ひの社会教育センター

講演会「大丈夫　君の未来はきっと
明るい」

夢を持って前を向いて生きていくためのヒントを聞く
辛いことがあった時のモチベーションを保つ

TreeHALL 令和7年3月15日 令和7年3月20日 後援 令和7年1月7日

24
特定非営利活動法人金銭教
育研究会

大人のためのお金の学校
家庭教育の柱となっていく金銭教育の知識伝達を目的とす
る

日野市多摩平の森産業連携センター（PlanT） 令和7年4月16日 令和7年4月20日 後援 令和7年2月4日
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令和6年度　日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（10月～3月）

№ 実施団体名 事業名 目的・内容 実施場所 共催・後援 承 認 日　　実 施 日(開始～終了）

25 朝日学生新聞社

池上彰プレミアムオンライン講演会『親子に伝
えるこれからのメディアリテラシー
～被害者にも加害者にもならずこの時代を生き
抜くためには？』

TV、新聞、YouTube、SNSなどを通して社会にあふれる情
報との正しい付き合い方を学び、子どもたちに被害者にも
加害者にもならないように成長してもらうため。

オンライン 令和7年2月23日 令和7年2月23日 後援 令和7年2月6日

26
みらいの学びフェスティバル
製作委員会

あそびとまなびのフェスティバル
ゲームプログラミング・おこづかい・
おしごと編

プログラミング、金融、キャリアについて正しく理解し、楽しく
体験する

国立市商業協同組合ビル 令和7年3月29日 令和7年3月29日 後援 令和7年2月18日

27 一般社団法人Nancy おやこde資産形成アカデミー
学習指導要領の「身近な消費生活を中心に経済活動の意
義について理解すること。」「現代の生産や金融などの仕組
みや働きを理解すること。」へと繋げること。

オンライン（ZOOM) 令和7年5月10日 令和7年6月1日 後援 令和7年3月4日

28 NPO法人　じぶん未来クラブ
HEART Global ミュージック・アウト
リーチツアー2025夏in立川

表現芸術教育を行う事で、コミュニケーション力、表現力、
自己肯定感の育成に寄与する

たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市民会館） 令和7年8月8日 令和7年8月10日 後援 令和7年3月4日

29 公益社団法人社会教育協会 第６回リーダーズフォーラム
地域でつながりのある学生・若者が携わる卒業研究等の研
究活動を報告し合い、地域住民や社会教育関係者を交え
た学び合いの場とする。

日野社会教育センター301・302研修室 令和7年3月20日 令和7年3月20日 後援 令和7年3月4日

30
一般社団法人日本ライフサス
テナビリティ協会

子供にも教えたくなる年金とお金の
勉強会

公的保険制度や児童手当などの制度を正しく理解し、知識
を身につける

日野市多摩平の森産業連携センター 令和7年5月23日 令和7年6月21日 後援 令和7年3月4日

31
みらいの学びフェスティバル
製作委員会

ワークショップコレクション　ゲームプ
ログラミング・おしごと編

プログラミング、金融、キャリアについて正しく理解し、楽しく
体験する

パルテノン多摩 令和7年4月5日 令和7年4月5日 後援 令和7年3月6日

32
公益社団法人スコーレ家庭
教育振興協会

「わが子がハードルを越えていくため
に～自己肯定感を育もう～」

子育てに大切な原理原則をお伝えし、幸せなご家庭が増え
ること

リオンホール（国分寺市） 令和7年5月27日 令和7年5月27日 後援 令和7年3月6日

33 NPO法人　VYS YOGI
レインボーヨガ　～ハンディキャップ
のある子ども達と一緒に～

ハンディキャップのある子どもとその家族が一般市民と共
にヨガをして、両者の心身の健康維持向上をはかり、互い
に理解を深め社会と関わりを持つ場所を提供する。

日野市内公共施設及び商業施設 令和7年4月12日 令和8年3月14日 後援 令和7年3月6日

34 劇団「ひの」 児童劇「オズの魔法使い」 演劇の上演により児童の文化的向上を図る 七生公会堂 令和7年6月28日 令和7年6月29日 後援 令和7年3月6日

35
日本コンベンションサービス
株式会社

つくるんフェスタ～tsukuru'n festa～
ものづくりの楽しさを知ってもらい、ものづくり企業や製造業
に興味を持ってもらう

東京たま未来メッセ　展示室 令和7年5月3日 令和7年5月6日 後援 令和7年3月11日

36 僕らの町コンサート事務局 SIO　僕らの町コンサート2025
日野市出身のSIOを中心に音楽コンサートを開催すること
で、地域活性と職業の多様性の認知向上を図る

日野市民会館大ホール 令和7年6月22日 令和7年6月22日 後援 令和7年3月11日
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令和6年度　日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（10月～3月）

№ 実施団体名 事業名 目的・内容 実施場所 共催・後援 承 認 日　　実 施 日(開始～終了）

37
子育て支援団体　ワッカチッ
タ

ワクワクがいっぱい！お仕事体験
パーク

多様な職業観・勤労観を理解し、職業・勤労に対する理解・
認識を深める

ABCハウジング ハウジングワールド立川 令和7年4月26日 令和7年4月26日 後援 令和7年3月31日

38
一般社団法人日野青年会議
所

第１０回 わんぱく相撲 日野場所 青少年の健全育成 イオンモール多摩平の森 ３階イオンホール 令和7年5月25日 令和7年5月25日 後援 令和7年3月31日

39
公益財団法人　社会教育協
会

自分を大切にするってどういうこと？
はじめてみよう包括的性教育

包括的性教育の観点から、子供も大人も自分のことを大切
にして生きていけるようヒントを学び、トレーニングして実践
していく

ひの社会教育センター、TreeHALL 令和7年5月28日 令和7年7月26日 後援 令和7年3月31日

40 NPO法人エンジョイキッズ
Minecraft で 1 日 e スポーツ体験教
室

創造力の育成、デジタルスキルの向上、コミュニケーション
力の強化

ぽかぽかステップランド 令和7年4月26日 令和7年5月11日 後援 令和7年3月31日

41 八王子子どもミュージカル
八王子こどもミュージカル第20回記
念公演「なんなんとうに雪がふる」

ミュージカルの素晴らしさ、舞台芸術の魅力を幅広い年齢
層の方に親しんでもらう。

八王子市芸術文化会館いちょうホール　大ホー
ル

令和7年8月9日 令和7年8月9日 後援 令和7年3月31日

42
日本児童・青少年演劇劇団
協働組合

2025年　第53回夏休み児童・青少年
演劇フェスティバル

舞台芸術やワークショップを通じ、他社理解と自己表現の
大切さ、生きる喜びや未来への希望を子どもたちに伝えて
いく。

こくみん共済coopホール/スペース・ゼロ 令和7年7月19日 令和7年7月28日 後援 令和7年3月31日

5年度 6年度
１０月承認 7件 8件
１１月承認 8件 6件
１２月承認 9件 7件

１月承認 6件 2件
２月承認 7件 3件
３月承認 7件 16件

合　　　　　計 44件 42件

5年度下半期 6年度下半期
1 スポーツ 6件 9件
2 音楽・美術 7件 8件
3 講演会 13件 15件
4 イベント 17件 9件
5 その他 1件 1件

合　　　　　計 44件 42件

- 53 -


